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組合 Q ＆ A
　

連
記
式
無
記
名
投
票
を
採
用
し
て
い

る
組
合
で
、
選
挙
す
る
役
員
数
を
全
部

連
記
さ
せ
て
い
る
例
を
よ
く
見
か
け
ま

す
。

　

こ
の
方
法
だ
と
、
多
数
派
が
全
役
員

を
占
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
組
合
員
一
〇
人
の
組
合
が
全

員
出
席
の
総
会
で
五
人
の
理
事
を
選
挙

す
る
に
、
五
名
連
記
の
投
票
を
し
た
と

し
ま
す
。
組
合
の
中
が
、
六
対
四
に
分

裂
し
て
い
て
、
六
人
の
派
閥
が
同
じ
五

人
の
名
前
を
理
事
と
し
て
投
票
用
紙
に

書
き
ま
す
。
投
票
さ
れ
た
五
人
の
得
票

数
は
、
全
員
六
票
で
す
。
反
対
派
の
四

人
が
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
、
一
人
に

四
票
し
か
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
、
少
数
派
は
全
敗
し
、
多

数
派
が
全
理
事
を
独
占
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

　

株
式
会
社
で
は
、
累
積
投
票
が
可
能

で
、
同
じ
人
を
何
回
も
投
票
用
紙
に
書

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
五
名
連
記
の
投

票
用
紙
の
投
票
用
紙
に
、
○
○
さ
ん
を

三
回
、
△
△
さ
ん
を
二
回
ず
つ
書
く
よ

う
な
投
票
の
仕
方
を
累
積
投
票
と
い
い

ま
す
。
こ
れ
な
ら
少
数
派
閥
か
ら
も
役

員
を
送
り
込
め
ま
す
。

　

し
か
し
、
中
小
企
業
の
組
合
で
は
累

積
投
票
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当

選
者
一
人
の
最
高
得
票
数
が
出
席
組
合

員
数
以
上
に
な
る
と
一
人
一
票
の
原
則

に
反
す
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理

由
で
す
。

　

累
積
投
票
が
だ
め
だ
と
す
れ
ば
、
選

挙
す
る
人
数
す
べ
て
を
連
記
さ
せ
る
連

記
式
無
記
名
投
票
は
民
主
的
で
は
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
「
選
挙
」
に
よ
っ
て
役
員

を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
の
は
、
少
数
派
か

ら
も
役
員
を
出
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
た

か
ら
で
す
。
全
人
数
を
連
記
す
る
と
、

こ
の
趣
旨
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ

け
で
す
。

　

こ
の
問
題
は
、
連
記
の
人
数
を
抑
え

る
こ
と
で
解
決
し
ま
す
。
派
閥
構
成
比

に
応
じ
て
決
め
る
の
が
よ
い
と
考
え
ま

す
。

　

派
閥
が
六
対
四
に
分
か
れ
て
い
て
、

五
人
の
理
事
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
二
～

三
名
連
記
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

も
し
、
四
名
以
上
の
連
記
に
す
る
と
、

多
数
派
の
六
人
が
同
じ
四
名
を
書
け

ば
、
五
人
の
理
事
の
う
ち
四
人
を
確
実

に
多
数
派
が
占
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

机
上
の
空
論
に
過
ぎ
な
い
と
笑
わ
れ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
理
論
上
は
あ

り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
連
記
式
無
記
名
投
票
は
選
出
人

数
全
部
を
連
記
す
る
の
は
不
合
理
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

あ
く
ま
で
も
、
派
閥
が
勢
力
争
い
を

し
て
い
る
組
合
の
場
合
で
す
か
ら
、
派

閥
の
な
い
組
合
で
は
、
選
出
す
る
人
数

を
全
部
書
い
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

★�

全
数
連
記
は
、
多
数
派
が
全
理
事
を

占
め
る
可
能
性
が
あ
る

★�

組
合
で
は
累
積
投
票
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い

組
合
Ｑ
＆
Ａ

連
記
式
投
票
制
の
矛
盾

ポ
イ
ン
ト

Ｑ 

．
組
合
員
、
登
記
、
届
出
に
関
す

る
正
誤
問
題
で
す
。

【
第
１
問
】
組
合
は
、
定
款
の
定
め

に
よ
り
組
合
員
に
経
費
を
賦
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
第
２
問
】
組
合
員
が
組
合
に
支
払

う
「
賦
課
金
」
及
び
「
使
用
料
・
手

数
料
」
は
、
組
合
員
が
組
合
に
対
し

て
有
す
る
債
権
と
の
相
殺
が
可
能
で

あ
る
。

【
第
３
問
】
組
合
員
は
、
総
組
合
員

の
10
分
の
１
以
上
の
同
意
を
得
て
、

組
合
に
対
し
て
会
計
帳
簿
等
の
閲

覧
・
謄
写
請
求
が
で
き
る
。

《
解
答
》【
第
１
問
】
○
【
第
２
問
】

×
（
組
合
員
の
方
か
ら
の
相
殺
が
可

能
な
の
は
、
使
用
料
・
手
数
料
で
、

賦
課
金
に
つ
い
て
は
相
殺
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
経
費
は
組
合
事
業
遂
行

上
の
財
源
と
し
て
必
要
な
も
の
で
、

相
殺
を
認
め
る
と
事
業
が
実
施
で
き

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。）【
第
３
問
】
×
（
会
計
帳
簿
の

閲
覧
・
謄
写
請
求
は
、
総
組
合
員
の

３
／
１
０
０
（
定
款
で
下
回
る
割
合

を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
）
以
上
の

同
意
を
得
て
組
合
員
が
行
使
で
き
る

権
利
で
あ
る
。）

組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

　
連
記
式
無
記
名
投
票
で
は
、
理
事

定
数
全
員
を
連
記
さ
せ
る
こ
と
が
多

い
が
、
主
流
派
が
全
理
事
を
占
め
る

こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か

中
小
企
業
組
合
理
事
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ

「
清
水
透
著
・
２
０
１
０
年
５
月
25
日
（
新
訂
）

第
１
版
第
１
刷
発
行
」
よ
り
転
載
。
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ご
購
入
の
お
申
込
み
等
、
図
書
に
つ
い
て

の
詳
細
は
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
下
さ
い
。（
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
▽
中
央
会
の
出
版
刊
行
物
）


